
災害時·感染症等について


＊災害による研修中止の判断基準について

　自然災害等の発生により、受講者の安全が確保できないと判断した場
合、研修を中止させていただきます。 中止に伴う「緊急時のお知ら
せ」はこちらのHPでお知らせいたします。


＊感染症について

　自己都合による欠席、風邪やインフルエンザ等の体調不良による欠席
の場合、現時点では補講の開催予定はございません。全日程の受講が必
須となりますので、体調不良には十分にお気をつけください。 インフ
ルエンザや新型コロナウィルス等の疑いがある際は、受講者の健康状態
によっては、受講をご控え下さい。


＊天候による研修中止の判断基準について


　午前中からの研修がある際、台風等により都内全域(状況により一部 

地域)に大雨かつ暴風等の「特別警報」又は「警報」が気象庁から発表
されている場合は、研修開始2時間前までに研修中止のお知らせをしま
す。中止に伴う「緊急時のお知らせ」はこちらのHPでお知らせいたし
ます。


＊公共交通機関の遅れについて


　公共交通機関の大幅な遅延·運休であっても、遅延証明書の有無にか
かわらず、研修開始時間を過ぎた場合には、原則として出席と認められ
ません。


＊研修受講者の修了条件について




　遅刻、離席、早退は、研修受講修了となりません。お気をつけ下さ
い。
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